
致死処分の状況（内訳、平成29年度～令和元年度）

致死処分数の内訳 （単位：頭）

平成29年度 平成30年度 令和元年度

①動物福祉等＊1の観点
から行ったもの

犬 5 5 12

猫 230 141 126

その他＊2 1 0 0

小計 236 146 138

②引取・収容後に
死亡したもの

犬 14 10 4

猫 223 201 166

その他＊2 3 0 0

小計 240 211 170

①②以外の致死処分
（殺処分）＊3

犬 0 0 0

猫 16 0 0

その他＊2 0 0 0

小計 16 0 0

合計 492 357 308

＊1 動物福祉等の観点 ：
苦痛からの解放が必要、著しい攻撃性、衰弱や感染症によって成育がきわめて困難と判断されるものについて実施

＊2 その他：いえうさぎ、にわとり、あひる
＊3 都においては、①動物福祉等の観点から行ったもの 及び ②引取り・収容後死亡したものを除く致死処分を殺処分と表現
している。

参考資料７


